
 

 

病院の特定の病床等の特例に係る関係法令（抜粋） 

 
○ 医療法 

第 30条の 4 

11 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示され

た後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他

の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより

算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数

とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。 

 

○ 医療法施行規則 

第 30条の 32の 2 

法第三十条の四第十一項に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲

げる病床とする。 

六 アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児

精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有す

る病院の当該機能に係る病床 

 

○ 医療法施行規則第 30条の 32の 2第 1項第 6号に規定する疾患 

  （平成 10年 3月 27日厚生労働省告示第 107号） 

医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第30条の32第1項第6号に規定

する疾患を次のように定める。 

 合併症を伴う精神疾患 

 

○ 医療法施行規則第 30 条の 32 の 2 第 1 項第 6 号に規定する特定の病床等の

特例について（平成 10年 7月 24日指第 43号厚生省健康政策局指導課長通知） 

第 1 一般的留意事項 

特例の適用に当たっては、医療計画との整合性に留意し、申請に係る病

床がそれぞれ第 2 に示す要件を満たすことを事前に十分精査するとともに、

当該施設の医療従事者数、病床利用率等の実績や待機患者数等を勘案する

ほか、地域の既存の医療機能を強化してもなお、必要と認められるもので

あることなどを確認した上、適切に行われたいこと。また、病床開設後に

おいても、当該病床が特例に係る病床として十分機能するよう運用されて

いることを随時監視すること。なお、万一、開設後の病床が特例の要件に

照らし適切でない運用をされている場合には厳格に指導されたいこと。 

第 2 個別留意事項 

6 第 6号関係 

(1) 「アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小

児精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有
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する病院」とは、当該疾患の診断及び治療に必要な体制を有するとともに、

その地域の一般の医療機関では満たし得ない特殊の診療機能を有するもの

であって、当該疾患の診断及び治療に関し相当期間従事している医師が常

時複数勤務することとされている病院をいうものであること。 

(2) 特例の対象となる病床は、当該病院の病床のうち、特殊の診療機能に係

る病床に限るものであり、かつ、十分な医学的管理下で当該疾患患者に対

しその診断及び治療を行うことができるものであること。 

(3) 「老人性精神疾患」とは老年期にみられる老人性認知症、脳血管性認知

症、初老期認知症等器質性精神障害の他統合失調症様状態、躁うつ状態等

の機能性精神障害がこれに含まれるものであること。なお、昭和 63年 7月

5日健医発第 785号厚生省保健医療局長通知「老人性認知症疾患治療病棟及

び老人性認知症疾患デイ・ケア施設の施設整備基準について」に基づく老

人性認知症疾患治療病棟の病床については、本号に該当するものであるこ

と。 

(4) 「小児精神疾患」とは児童・思春期にみられる精神障害を総称するもの

であり、知的障害、自閉症、登校拒否、薬物依存、神経性食欲不振症等が、

これに含まれることとされていること。 
 


